
大阪府立環境農林水産総合研究所で使用する高圧ガスの購入に係る仕様書

1 購 入 品 目 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所（以下「法人」という）で

使用する少量多品目の高圧ガス

2 品名・ 規格 別途リストに記載

3 数       量 別途リストに記載。ただし、契約期間中の購入数量に変更が生じた場合であって

も契約単価の変更は行わないものとする。

※購入予定数量は、あくまで想定数量であるため、実際の購入数量が購入予定

数量に満たない場合がある。

4 契 約 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月31日

5 納 品 期 限 発注時に法人が指定する日時

6 納 品 場 所 法人が指定する場所

7 納 品 時 の ・納品日時については、事前に調整のうえ、担当職員の指示に従い行うこと。

注 意 事 項 ・納品等の時間帯は、原則、平日（土、日、祝日を除く）の午前９時から午後

５時30分までとする。

・納品時等には適宜養生を行うこと。なお、納品時等において建物等への損傷

を与えた場合は、納品者の負担において現状に戻すものとする。

・納品に際して発生したゴミ等に関しては、納品者が処理、清掃を行うこと。

・納品において車両を使用する場合は、大阪府が実施するグリーン配送及び流入

車規制に関する規定を遵守し、環境への配慮を行うこと。

※なお、羽曳野サイトの正門前道路には通行区分時間帯設定（午前７時30分

から午前９時は通行禁止）があるため、これを遵守すること。また、大型貨物

自動車等については終日通行規制がかかっているため、運行が必要な場合は

警察で許可を取ること。

8 検       品 納品者は検査に立ち会うものとし、立ち会わない場合には、検査の結果について

異議を申し立てることは出来ない。

9 そ の 他 ・臨時発注に対応できること。

・運搬等、納品に係る一切の費用は納品者の負担とすること。

・納品時に納品書（任意書式）を法人に提出すること。

・液体窒素（30kg）と液体窒素（80kg)の納品には所が保有する容器での納品が

可能なこと。

・液化アルゴンガスのみは、集中配管と圧力放出弁の取り外し及び取り付けを

行うこと。

・本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合には、担当職員と協議し、その

指示に従うこと。


